
No. 資料名 頁
質問項目

（タイトル）
内容 回答（案）

1 実施方針（案） 1 第1 3
維持管理業務の範

囲

ポートアイランド第1及び第2ポンプ場は将来的に撤
去する可能性があるとのことですが、実際に撤去と
なった際について、維持管理業務に係る契約金額は
減額となるのでしょうか。

維持管理業務の期間中に本事業の対象施設を撤去す
ることになった場合、維持管理業務に係る契約金額
は、撤去対象施設に係る委託料や残りの事業期間、
撤去後の維持管理業務内容に応じて変更となる可能
性があります。

2 実施方針(案) 2 第1 ７ 設計・施工期間

事象者提案により、設計・施工期間を短縮すること
ができるとありますが、総合評価における非価格点
において加点評価されるのでしょうか。

設計・施工期間が短縮されたことに対する加算評価
は行わないことを予定しています。詳細は入札公告
時に示します。

3 実施方針（案） 2 第1 8 事業者への支払い

事業者提案により設計・施工期間が短縮された場合
は、短縮に応じて出来高支払いも変更になるという
理解で宜しいでしょうか。

契約締結時に設定する支払限度額に応じて支払いま
す。

4 実施方針（案） 3 第1 8 (2) 表
定期修繕（レベル

３）

各種設備の性能及び機能を確保するために、定期修
繕計画に則り、計画的に行う修繕は事業者が行うこ
ととなっていますが、事業期間内に目標耐用年数が
経過する設備（計装設備等）の更新は、神戸市様に
て行うとの解釈でよろしいでしょうか？

要求水準書（案）第５ ５ (７）ア及びウを参照く
ださい。

5 実施方針(案) 3 第1 8 (2) 表 維持管理業務

既存設備の定期修繕・突発的な修繕は貴市対応と
なっております。本事業で改築・更新を行わない既
存設備の砂ろ過棟、汚泥圧送棟の躯体・設備に関し
ては事業期間中の定修・突発対応は貴市にて実施い
ただくものと考えますが宜しいでしょうか。

要求水準書（案）のとおり、砂ろ過棟、汚泥圧送棟
における躯体と事業者が改築更新しない設備は委託
レベル２です。

6 実施方針（案） 4 第1 9
提案における上限

額

提案における上限額を設定されるとのことですが、
技術提案書と共に提出する見積書及び再見積書が上
限額を超過した場合は、当該技術提案書は評価の対
象外となるのでしょうか。
また、上限額を超える見積書及び再見積書を提出し
た事業者は、失格となるのでしょうか。

本事業費は設定する上限額に収まるものと考えます
が、事業者から提出された見積書及び再見積書が上
限額を超えている場合でも、評価の対象外とはなり
ません。また、失格にもなりません。ただし、見積
書に関してヒアリングを実施する場合があります。

7 実施方針(案) 4 第1 ９
提案における上限

額

入札公告時に示される上限額は、設計・建設費と維
持管理費の各々で設定されるのでしょうか。また、
各々に対して設定される場合、事業者の見積金額・
再見積金額または入札金額は、設計・建設費と維持
管理費の各々の上限額をどちらか一方が超過しても
失格扱いとなるのでしょうか。それとも、設計・建
設費及び維持管理費の合計の上限値に事業者の見積
金額・再見金額、あるいは入札金額が収まっていれ
ば、設計・建設費と維持管理費のいずれか一方が上
限額を超過しても失格扱いにはならないのでしょう
か。

入札公告時に示します。

　「ポートアイランド処理場改築更新等事業」の実施方針（案）に関する質問に対する回答

対応箇所
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8 実施方針(案) 4 第1 ９
提案における上限

額

資格審査書類を提出した後、見積業務の中で限度額
を超える見積額となってしまう等、その他事情を含
む事業者側で入札参加を断念せざるを得なくなった
場合、「辞退」は可能でしょうか。また、辞退の可
能期間を明示ください。

辞退は可能です。詳細は入札公告時に示します。

9 実施方針(案) 4 第1 9
提案における上限

額

上限額の設定・算定方法を明示頂けますでしょう
か。また、見積金額が当該上限額を上回った場合
は、提案書は評価されず失格となるとの理解で良い
でしょうか。

上限額の設定・算定方法は非公表です。見積金額に
ついてはNo6の回答を参照ください。

10 実施方針（案） 5 第2 1 基本的な考え方

「～総合評価一般競争入札における優れた技術提案
に基づき予定価格を定める技術提案型を採用する
～」とありますが、技術提案書と共に提出する見積
書（再見積書）の位置づけについてご教示くださ
い。予定価格を設定するための見積金額との理解で
宜しいでしょうか。

見積書（再見積書）は予定価格の算定に用いる予定
です。

11 実施方針（案） 6 第2 2
選定の手順及びス

ケジュール

維持管理契約の締結が令和５年２月下旬となってお
りますが、実際の維持管理業務委託は令和１１年４
月からとなります。詳細設計が完了しなければ維持
管理業務の詳細が確定されませんが、維持管理業務
委託契約は令和５年度段階で締結する必要がありま
すでしょうか。

本事業は設計・施工業務、維持管理業務を一括して
提案を求めたうえで、事業者を選定して契約するの
ものであり、基本契約、工事請負契約、維持管理業
務委託契約は不可分一体の契約です。そのため、同
時期に契約することとしています。

12 実施方針（案） 9 第3 2 （6）
共通の入札参加資

格要件

「この入札に参加する複数の者の関係が、以下のア
からウまでのいずれかに該当する場合には、該当す
る者のした入札は全て無効とする。」とあります
が、具体的にどのような場合に無効となるのかご教
示頂きますようお願いいたします。例えばA社を代
表企業とする入札グループの中に、構成企業として
A社の100％子会社が含まれていたとしても、A社を
代表企業とする入札グループのした入札が無効にな
ることはないと理解して宜しいでしょうか。

該当箇所を一部修正します。詳細については、実施
方針（案）に関する質問・意見の回答に対する補足
資料をご確認ください。修正は入札公告時の資料に
反映する予定です。
そのうえで、質問の場合において、入札無効とはな
りません。

13 実施方針(案) 10 第3 3 (1) ア
設計業務の実施を

担う者の要件

建設ＪＶ構成員の１企業が、複数の工種についての
設計業務を行うことは可能との理解でよろしいで
しょうか。

設計業務の実施を担う者の要件を満たしていれば、
実施方針（案） 第３ ３（１）ウ(ｱ)bに示す各工事
の設計について、１企業が複数を行うことは可能で
す。

14 実施方針（案） 10 第3 3 (1) ア (イ) 参加資格要件

「1企業で参加資格要件を満たす複数の役割を果た
すことを妨げない。」とは、どういう意味でしょう
か。

建設JV構成員の1企業が、該当する設計・施工業務
の実施を担う者の要件を満たす場合、実施方針
（案） 第３ ３ （１）ウ(ｱ)bに示す各工事の設計
及び施工業務を複数担当することを妨げません。
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15 実施方針（案） 10 第3 3 (1) イ
設計業務の実施を

担う者の要件

本事業の設計業務の実施を担う者が、本事業以外で
設計業務の実施を担っていても（設計業務に関して
本事業と本事業以外で兼務することは）問題ないと
の理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 実施方針（案） 10 第３ 3 (1) イ (ア） a (b)
設計業務を行う技

術者

建築設計以外の各設計を行う各構成員又は単独企業
は、①技術士②RCCM③外国資格を有する技術者で国
土交通省認定等を受けているもの、が在籍している
こと。また、各設計業務の担当技術者として配置で
きること、との記載がありますが、有資格者が企業
に在籍していれば良く、本業務に配置する設計業務
の担当技術者は、有資格者で無くても良いでしょう
か？

設計業務において、担当技術者の要件を不要としま
す（建築設計を除く）。ただし、設計主任技術者を
配置することを求めます。これについて、一部実施
方針（案）を修正します。詳細については、実施方
針（案）に関する質問・意見の回答に対する補足資
料をご確認ください。修正は入札公告時の資料に反
映する予定です。

17 実施方針（案） 10 第3 3 (1) イ (ア） a (b)
設計業務を行う技

術者

ウ（ア）bに示す各工事の担当技術者は他の工事の
設計を兼務することはできない、との記載がありま
すが、ウ(ア）bは監理技術者/主任技術者に関する
記述と認識します。担当技術者が他の工事の設計を
兼務することが出来ないとは、どの様な理解でしょ
うか？

No.16の回答を参照ください。

18 実施方針（案） 10 第3 3 (1) イ (ア) a (b)
設計業務の実施を

担う者の要件

ウ(ア)bに示す各工事のうち、1工事の設計業務を建
設JV構成員で分担して行う場合の要件はありますで
しょうか。
例えば、土木工事の設計業務を建設JV構成員である
2社（1社は土木・建築工事担当企業、もう1社は機
械設備工事担当企業）で分担して行う場合を想定し
ています。

本工事に関する設計とは、実施方針（案）第３ ３
（１）ウ (ア) b に示す工事単位の設計を指してい
ます。各工事の設計に複数の管理技術者及び設計主
任技術者を立てることは想定していません。

19 実施方針（案）
10
12

第3
第3

3
3

(1)
(1)

イ
イ

（ア）
（ウ）

a
a

(b)
(c)

建築設計以外の担
当技術者の兼務

「各設計の担当技術者は他の工事の設計を兼務する
ことはできない」とありますが、ここでいう「他の
工事」とは「別途発注工事」ではなく、本発注工事
内における「他の工事（土木、建築、機械、電
気）」という認識でよろしいでしょうか。
その場合、本工事は複合構造物があり、土木・建築
を一体として検討する必要があるため、土木と建築
に関しては兼務を認めていただきたいと考えます。
兼務する場合の資格要件としては建築確認申請を提
出する必要があるため、建築の要件を満足すること
としていただきたくお願い致します。

担当技術者については、No.16の回答を参照くださ
い。
「他の工事」の認識は、ご理解のとおりです。

20 実施方針（案） 10 第3 3 (1) イ (ア） a (c)
設計技術者の配置

の数

各設計を担う構成員/単独企業は、管理技術者・照
査技術者を配置すること、管理技術者は担当技術者
を兼務できるが、照査技術者は兼務することはでき
ない、との記載がありますので、最小で２名の配置
との理解でよろしいでしょうか？

No.16の回答を参照ください。
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21 実施方針（案） 10 第３ 3 (1) イ (ア） a (c) 設計技術者の資格

第３-3-3-(1)-ア-a-(b)-①～③にて記載の資格は、
担当技術者が保有していれば良く、管理技術者、照
査技術者は資格保有者で無くても良いとの理解でよ
ろしいでしょうか？

No.16の回答を参照ください。
なお、管理技術者及び照査技術者についても資格要
件を設けています。

22 実施方針(案) 12 第3 3 (1) イ (ウ) 一部

ここでいう一部とは、各工種の設計業務（土木設
計・建築設計・機械設計・電気設計）のうち、例え
ば建築設計業務一式を委託する場合、それは全体の
設計業務に対して「一部に当たる」ことを指してい
ると理解します。建築設計業務は自社で行い（技術
者の配置も含む）、当該設計業務の中の一部計算や
作業等を下請けとして外部委託することは、ここで
いう「一部」には当たらないと理解します。解釈に
誤りがないかご教示ください。

実施方針（案） 第３ ３（１）ウ(ｱ)bに示す各工事
の設計の全部又は主たる部分について委託する場
合、一部を委託するとみなします。例えば、業務の
全部又は主たる部分に該当しない計算や作業等を委
託する場合は、一部を委託する場合にはあたらない
とみなします。

23 実施方針(案) 12 第3 3 (1) イ (ウ) 委託

ここでいう委託とは、建設JVの構成員または単独企
業がP.10「イ 設計業務の実施を担う者の要件」を
満たす担当技術者、管理技術者、照査技術者を配置
したうえで、設計業務の一部を設計会社へ発注する
場合は、委託にあたらないと考えて宜しいでしょう
か。

No22の回答を参照してください。

24 実施方針（案） 12 第3 3 (1) イ （ウ） a 建築設計の扱い

「上記（ア）a(b)①から③で定める者を設計業務の
管理技術者として配置すること。」とありますが、
これは建築設計以外の記載となっています。建築設
計は対象外という認識で宜しいでしょうか。

建築設計においても、実施方針（案）第３ ３
（１）イ（ア）a(b)①から③で定める者を設計業務
の管理技術者として配置することを求めます。

25 実施方針（案） 12 第3 3 (1) イ （ウ） a
設計の一部委託先
における要件につ

いて

一般的に設計業務に関しては建設業務担当企業（JV
含む）が土木・建築・機械・電気全ての設計を行い
ます。その際、各工事の設計は各工事の中でも多岐
にわたるため、建設業務担当企業は計画を行い、各
作業は協力会社へ委託します。照査、とりまとめを
行うのは建設業務担当企業であり、当該企業より成
果品を提出します。このような委託先には本項目の
要件は求められない（該当しない）ものと考えて宜
しいでしょうか。
仕様書発注時においてコンサルタント会社が設計業
務を受託された場合でも、同様の業務フローである
と考えます。

No22の回答を参照してください。

26 実施方針（案） 12 第３ 3 (1) ウ (ア) b
監理技術者・主任

技術者の専任

各工事を担当する建設JV構成員は、当該工事期間中
に監理技術者又は主任技術者を専任で配置するこ
と、との記載がありますが、通常のプラント工事同
様、専任での配置は現場稼働期間であり、機器製作
期間は専任での配置は不要との解釈でよろしいで
しょうか？

プラント設備工事についてはご理解のとおりです。
ただし、専任を要しない期間については、契約後、
本市監督員と協議を行い決定します。



No. 資料名 頁
質問項目

（タイトル）
内容 回答（案）

　「ポートアイランド処理場改築更新等事業」の実施方針（案）に関する質問に対する回答

対応箇所

27 実施方針（案） 12 第3 3 (1) ウ （ア） b
監視技術者又は主
任技術者、担当技

術者の要件

「土木工事、建築工事、機械設備工事、及び電気設
備工事の各工事において、各工事を担当する建設JV
構成員は当該工事期間中に監理技術者又は主任技術
者を専任配置すること。また、建設JV構成員1社が
上記の複数の工事を担当する場合は、担当工事に係
る配置技術者を専任すること。」とありますが、こ
こで記載されている技術者の要件には工事経験実績
は求められないとの理解で宜しいでしょうか。

技術者の要件に工事実績は求めません。

28 実施方針（案） 14 第3 3 (1) ウ (エ) c (a)～(c)
電気工事の参加資

格

「自社で製作した」の定義としては、通常の神戸市
殿一般競争入札の参加要件同様に、「自社にて設
計・製作・社内試験を一貫して行ったもの」との解
釈で宜しいでしょうか？

「自社で製作した」とは、本市一般競争入札の参加
要件と同様に、自社にて設計・品質管理・試運転・
調整を一貫して行ったことをいいます。

29 実施方針（案） 14 第３ 3 (1) ウ （エ） c
電気工事の参加資

格

電気工事において、(a)高圧受変電設備、(b)動力負
荷設備、（ｃ）中央監視設備の全ての設備を元請と
して平成18年度以降に完成させた施工実績を求めら
れますが、(a)～（ｃ）の設備は、複数工事での施
工実績でもよろしいでしょうか？１件の工事にて全
てが対象となる必要があるのでしょうか？

複数工事での施工実績で問題ありません。

30 実施方針（案） 14 第3 3 (1) ウ (エ) c
電気工事の参加資

格

(a)高圧受変電設備（b)動力負荷設備（ｃ）中央監
視設備の施工実績において、補修工事及び現在施行
中の工事に係るものを除くとの記載がありますが、
対象工事において、（a)～（ｃ）のいずれかの設備
における機能増設は、施工実績として認めて頂ける
でしょうか？

機能増設は施工実績として認められません。

31 実施方針（案） 15 第2 3 (2) イ (ｱ)
SPCを設立しない場

合のJV構成員

建設JV構成員のいずれかを含めた維持管理JVを結成
することとありますが、当該建設JV構成員の100%子
会社は 建設JVの構成員 であると認められますで
しょうか。（子会社が維持管理JVに参画すること
で、建設JV構成員に替えられますでしょうか）

認められません。

32 実施方針（案） 別紙2 リスク分担

段階【維持管理】のユーティリティ・薬品等につい
て、電気・ガス・燃料などの供給停止に関するリス
ク、使用量の変動リスクに関するリスクについて、
分担表に記載がありますが、供給価格変動に関する
リスクについては、神戸市様の所掌との理解でよろ
しいでしょうか？

入札公告時に示します。

33 実施方針(案) 別紙2 No.11
ﾘｽｸ分担
環境問題

「事業者が行う業務（設計、施工、維持管理等）に
起因する環境の悪化」は事業者の負担となっていま
すが、貴市の要求に基づいた事業者の提案、業務に
起因するものは貴市の負担との理解で宜しいでしょ
うか。

発生した事象を把握したうえで、適切な負担者を決
定します。



No. 資料名 頁
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（タイトル）
内容 回答（案）

　「ポートアイランド処理場改築更新等事業」の実施方針（案）に関する質問に対する回答

対応箇所

34 実施方針(案) 別紙2 No.74
ﾘｽｸ分担
維持管理

要求水準書に示す想定を逸脱する水準の流入水量と
なった場合、放流水等により生じるリスクは市の負
担との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、詳細については入札公告時
に示します。

35 実施方針(案) 別紙2 No.9、10
ﾘｽｸ分担
住民対応

住民反対運動等への対応の結果、要求水準に示され
る以上の仕様を要求された場合のリスクは貴市負担
との理解で宜しいでしょうか。

発生した事象を把握したうえで、適切な負担者を決
定します。


